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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配線板に設けられた圧
着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ前記接続
端子に電気的に接続された圧着検査端子によって検査し、
　前記検査の後、前記接続端子と前記圧着検査端子との接続を切断することを特徴とする
検査方法。
【請求項２】
　半導体集積回路に設けられた複数の接続端子の一つと、フレキシブルプリント配線板に
設けられた圧着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、
且つ複数の前記接続端子に対して電気的に接続された一本の圧着検査端子によって検査し
、
　前記検査の後、前記接続端子と前記圧着検査端子との接続を切断することを特徴とする
検査方法。
【請求項３】
　半導体集積回路が封止された状態で、
　前記半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配線板に設けられ
た圧着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ前記
接続端子に電気的に接続された圧着検査端子によって検査し、
　前記検査の後、前記接続端子と前記圧着検査端子との接続を切断することを特徴とする
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検査方法。
【請求項４】
　半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配線板に設けられた圧
着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ前記接続
端子に電気的に接続された圧着検査端子によって検査し、
　前記検査の後、前記フレキシブルプリント配線板に設けられている切り口及び開口部よ
りも前記半導体集積回路側に設けられている前記圧着検査端子及び前記フレキシブル配線
板の一部を前記切り口及び開口部から切り離すことにより、前記接続端子と前記圧着検査
端子との接続を切断することを特徴とする検査方法。
【請求項５】
　半導体集積回路に設けられた複数の接続端子の一つと、フレキシブルプリント配線板に
設けられた圧着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、
且つ複数の前記接続端子に対して電気的に接続された一本の圧着検査端子によって検査し
、
　前記検査の後、前記フレキシブルプリント配線板に設けられている切り口及び開口部よ
りも前記半導体集積回路側に設けられている前記圧着検査端子及び前記フレキシブル配線
板の一部を前記切り口及び開口部から切り離すことにより、前記接続端子と前記圧着検査
端子との接続を切断することを特徴とする検査方法。
【請求項６】
　半導体集積回路が封止された状態で、
　前記半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配線板に設けられ
た圧着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ前記
接続端子に電気的に接続された圧着検査端子によって検査し、
　前記検査の後、前記フレキシブルプリント配線板に設けられている切り口及び開口部よ
りも前記半導体集積回路側に設けられている前記圧着検査端子及び前記フレキシブル配線
板の一部を前記切り口及び開口部から切り離すことにより、前記接続端子と前記圧着検査
端子との接続を切断することを特徴とする検査方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記接続状態は、前記接続端子と前記圧着接続端子の間の抵抗値を測定することで検査
されることを特徴とする検査方法。
【請求項８】
　半導体集積回路とフレキシブルプリント配線板との電気的接続を検査する検査方法であ
って、
　前記半導体集積回路は複数の接続端子を有し、
　前記フレキシブルプリント配線板は、複数の配線と、検査用配線とを有し、
　複数の前記配線は圧着接続端子と第１の外部接続端子をそれぞれ有し、
　前記検査用配線は圧着検査端子と第２の外部接続端子を有し、
　複数の前記接続端子のそれぞれを、対応する複数の前記配線の前記圧着接続端子とそれ
ぞれ電気的に接続し、
　複数の前記接続端子のそれぞれを、前記圧着検査端子と電気的に接続し、
　前記第１の外部接続端子と前記第２の外部接続端子との間の抵抗値を測定することによ
って、複数の前記接続端子のそれぞれと前記圧着接続端子との接続状態を検査することを
特徴とする検査方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記接続端子と前記圧着接続端子は、異方性導電膜を介して電気的に接続されることを
特徴とする検査方法。
【請求項１０】
　請求項９において、
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　前記検査の後、前記接続端子と前記圧着検査端子との接続を切断すると共に前記異方性
導電膜の一部を除去し、
　前記異方性導電膜が除去された領域に樹脂材料を充填することを特徴とする検査方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記圧着検査端子は、前記接続端子に対し垂直に跨ぐ形状を有することを特徴とする検
査方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に形成した半導体集積回路の接続端子と、フレキシブルプリント配線
板（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）の接続端子の電気的な接続状態の
検査を簡便にし、且つ、全ての端子間の電気的な接続状態の検査を可能とするための検査
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型パネルは、消費電力が低く、小型軽量であることから様々な電子機器製品に
搭載されている。その薄型パネルは、ガラス基板又はプラスチック基板等の基板上に形成
された半導体集積回路を有する。当該半導体集積回路は外部装置と接続する必要があり、
その接続には、フレキシブルプリント配線板がよく用いられている。フレキシブルプリン
ト配線板を用いた接続は、微細化、軽量化、三次元配線が可能という利点を有する。
【０００３】
　基板上に設けられた半導体集積回路の接続端子と、フレキシブルプリント配線板の圧着
接続端子の電気的な接続は、接着剤と導電粒子を有する異方性導電膜を用いて、熱圧着に
より接続が行われる。ここで熱圧着とは、加熱処理および加圧処理による接続をいう。こ
の熱圧着工程の際、接続部に対して加える圧力が不均一になると、フレキシブルプリント
配線板がずれて、接続端子と圧着接続端子間で、接続不良を発生することがある。そのた
め、接続端子と圧着接続端子間の電気的な接続状態を検査する必要がある。電気的な接続
状態の検査は、接続端子間の抵抗値を測定することによって行うことができる。
【０００４】
　しかし、基板上の半導体集積回路に検査装置の端子を接続することは、半導体集積回路
が微細で、且つ、薄膜であることにより、配線を切る可能性が高い。さらに、基板がプラ
スチック基板の場合は、基板が柔らかいため、検査装置の端子を固定することが出来ない
。
【０００５】
　そこで、従来の検査方法では、基板上や外部装置に検査用のパッドや配線などを配置し
たものがある（例えば、特許文献１、２参照）。
【特許文献１】特開２００４－９５８７２号公報
【特許文献２】特開２００５－６９９４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の基板上や外部装置に検査用の配線やパッドなどを配置した検査方法では、全ての
端子間の電気的な接続状態を検査することが難しかった。例えば特許文献１に開示された
検査方法では、回路に必要な配線以外に、端子間の電気的な接続状態を検査するための専
用の配線を配置している。そして、その配線と検査用の配線やパッドを接続し、その端子
間のみを検査する。ここで、回路に必要な配線と検査用の配線やパッドを接続する場合、
その端子間を検査することはできるが、回路を動作させるとき、検査用の配線やパッドが
邪魔となる。そのため、配線をレーザーカッターなどの装置を使って切る必要がある。
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【０００７】
　また薄型パネルの例として液晶表示パネルを考えると、液晶材料を封入後、基板上に設
けられた接続端子側に測定用のプローブを配置することが難しくなる。そのため、液晶材
料の封入後では、パネルの表示を行って接続状態を検査することが必要となった。
　勿論、液晶表示パネル以外の薄型パネルであっても、対向基板による封止後、保護膜等
の成膜後には、同様に基板上に設けられた接続端子に測定用のプローブを配置して検査す
ることは難しい。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、ガラス基板又はプラスチック基板等の基板上の半導体集積回
路の接続端子と、フレキシブルプリント配線板の圧着接続端子の電気的な接続状態の検査
を簡便にする検査方法を提供することとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決し、上記目的を達成するため本発明は、フレキシブルプリント配線板の
特殊な形状や接続形態を有することを特徴とする。その特殊な形状や接続形態とは、基板
上の半導体集積回路の全ての接続端子を検査できるように、圧着検査端子をフレキシブル
プリント配線板に設ける。そして、半導体集積回路の接続端子一本に対し、圧着接続端子
と圧着検査端子の二本を、熱圧着により接続する。このような形態により、半導体集積回
路の接続端子と圧着接続端子の電気的な接続状態、つまり導通状態の検査は、圧着検査端
子を介して、フレキシブルプリント配線板における外部接続端子のみを用いて検査が可能
となる。
【００１０】
　なお圧着接続端子と、圧着検査端子とは１つの導電膜をパターニングすることによって
形成することができる。すなわち、圧着接続端子と、圧着検査端子とは、機能が異なる端
子であって、同一材料から形成することが可能である。
【００１１】
　また本発明の形態によって、半導体集積回路を形成し、当該回路を保護膜で覆った後、
または、ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示パネルや液晶表示パネルを対向基板で封
止した後に、接続状態を検査することができる。まず、上記回路やパネルにフレキシブル
プリント配線板を接続するための熱圧着工程を行う。その後、半導体集積回路の検査を行
う。この検査では、回路検査で実際に半導体集積回路を動作させ、また表示パネルでは表
示をさせて、全ての接続端子の電気的な接続状態の確認を行っていたが、回路検査時に不
良が見つかった場合、回路の不良なのか、フレキシブルプリント配線板との接続不良なの
かの切り分けが難しかった。しかし本発明の検査方法を用いると、回路を動作させること
なく、又は表示パネルを表示させることなく、接続端子の検査を行うことが可能となる。
本発明の接続端子は、基板上の半導体集積回路の全ての接続端子を検査できるように、圧
着検査端子をフレキシブルプリント配線板に設けおり、当該圧着検査端子によって接続状
態を検査することができるからである。このような本発明の検査の結果、接続不良が見つ
かった場合にリペアをすぐに行うことができ、回路検査効率の向上につながる。
【００１２】
　以下に本発明の具体的な構成を示す。
【００１３】
　本発明の一形態は、半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配
線板に設けられた圧着接続端子との導通状態を、フレキシブルプリント配線板に設けられ
、且つ接続端子に接続された圧着検査端子によって検査することを特徴とする検査方法で
ある。
【００１４】
　本発明の別形態は、半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配
線板に設けられた圧着接続端子とが異方性導電膜を介して接続され、接続端子と圧着接続
端子の導通状態を、フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ接続端子に接続された
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圧着検査端子によって検査することを特徴とする検査方法である。
【００１５】
　本発明の別形態は、半導体集積回路に設けられた複数の接続端子の一つと、フレキシブ
ルプリント配線板に設けられた圧着接続端子との導通状態を、フレキシブルプリント配線
板に設けられ、且つ複数の接続端子に対して接続された一本の圧着検査端子によって検査
することを特徴とする検査方法である。
【００１６】
　本発明の別形態は、半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配
線板に設けられた圧着接続端子との導通状態を、フレキシブルプリント配線板に設けられ
、且つ接続端子に接続された圧着検査端子によって検査し、検査後接続端子と圧着検査端
子との接続を切断するために、フレキシブルプリント配線板の圧着検査端子の一部分を切
り離すことを特徴とする検査方法である。
【００１７】
　本発明の別形態は、半導体集積回路が封止された状態で、半導体集積回路に設けられた
接続端子と、フレキシブルプリント配線板に設けられた圧着接続端子との導通状態を、フ
レキシブルプリント配線板に設けられ、且つ接続端子に接続された圧着検査端子によって
検査することを特徴とする検査方法である。
【００１８】
　本発明の別形態は、半導体集積回路とフレキシブルプリント配線板との電気的接続を検
査する検査方法であって、半導体集積回路は複数の接続端子を有し、フレキシブルプリン
ト配線板は、接続端子と同数の配線と、検査用配線とを有し、配線の一部は圧着接続端子
として機能し、一部は第１の外部接続端子として機能し、検査用配線の一部は圧着検査端
子として機能し、一部は第２の外部接続端子として機能し、複数の接続端子のそれぞれを
対応する圧着接続端子を介して対応する配線と接続し、複数の接続端子を、対応する圧着
検査端子を介して検査用配線と接続し、第１の外部接続端子と第２の外部接続端子との間
の抵抗値を測定することによって、接続端子と圧着接続端子との接続状態を検査し、検査
の後、接続端子と圧着検査端子との接続を切断するために、フレキシブルプリント配線板
の圧着検査端子の一部分を切り離すことを特徴とする検査方法である。
【００１９】
　本発明の別形態は、接続端子が設けられた半導体集積回路と、接続端子に接続された圧
着接続端子を有するフレキシブルプリント配線板と、圧着接続端子を介して半導体集積回
路と接続された外部回路と、を有し、フレキシブルプリント配線板には開口部が設けられ
、開口部からフレキシブルプリント配線板の圧着検査端子の一部分は切り離されているこ
とを特徴とする半導体装置である。
【００２０】
　本発明の別形態は、接続端子が設けられた半導体集積回路と、接続端子に接続された圧
着接続端子及び圧着検査端子を有するフレキシブルプリント配線板と、圧着接続端子を介
して半導体集積回路と接続された外部回路と、を有し、フレキシブルプリント配線板には
開口部が設けられ、接続端子と圧着検査端子との接続が切断するように、開口部からフレ
キシブルプリント配線板の圧着検査端子の一部分は切り離されていることを特徴とする半
導体装置である。
【００２１】
　本発明の別形態は、接続端子が設けられた半導体集積回路と、接続端子に接続された圧
着接続端子及び圧着検査端子を有するフレキシブルプリント配線板と、圧着接続端子を介
して半導体集積回路と接続された外部回路と、を有し、圧着接続端子を有する検査用配線
には圧着検査端子が設けられ、接続端子と圧着接続端子とを接続するために設けられた熱
圧着領域におけるフレキシブルプリント配線板には、開口部が設けられ、開口部からフレ
キシブルプリント配線板の圧着検査端子の一部分は切り離されていることを特徴とする半
導体装置である。
【００２２】
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　本発明の別形態は、接続端子が設けられた半導体集積回路と、接続端子に接続された圧
着接続端子及び圧着検査端子を有するフレキシブルプリント配線板と、圧着接続端子を介
して半導体集積回路と接続された外部回路と、を有し、圧着接続端子を有する検査用配線
には圧着検査端子が設けられ、接続端子と圧着接続端子とを接続するために設けられた熱
圧着領域におけるフレキシブルプリント配線板には、開口部が設けられ、接続端子と圧着
検査端子との接続が切断するように、開口部からフレキシブルプリント配線板の圧着検査
端子の一部分は切り離されていることを特徴とする半導体装置である。
【００２３】
　本発明の別形態は、半導体集積回路とフレキシブルプリント配線板とを有する半導体装
置であって、半導体集積回路は複数の接続端子を有し、フレキシブルプリント配線板は、
接続端子と同数の配線と、検査用配線とを有し、配線の一部は圧着接続端子として機能し
、一部は第１の外部接続端子として機能し、検査用配線の一部は圧着検査端子として機能
し、一部は第２の外部接続端子として機能し、複数の接続端子のそれぞれを対応する圧着
接続端子を介して対応する配線と接続し、複数の接続端子を、対応する圧着検査端子を介
して検査用配線と接続し、フレキシブル配線板は、圧着接続端子と圧着検査端子の間の一
部の領域に開口部を有し、接続端子と圧着検査端子との接続が切断するように、開口部か
らフレキシブルプリント配線板の圧着検査端子の一部分を切り離すことができることを特
徴とする半導体装置である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明は、フレキシブルプリント配線板の特殊な形状や特殊な接続形態を用いた新たな
検査方法を提供することができる。このような本発明の検査方法により、基板上の半導体
集積回路の接続端子と、フレキシブルプリント配線板の圧着接続端子の電気的な接続状態
の検査を簡便にすることができる。また本発明の検査方法により、全ての端子間の電気的
な接続状態の検査を可能とする。特にレーザカット装置等を使用することなく、フレキシ
ブルプリント配線板をはがす本発明の検査方法は、短時間で検査を終わらせることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。但し、本発明は多くの異なる
態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその
形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、実施の形態を説明するた
めの全図において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰
り返しの説明は省略する。
【００２６】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、ガラス基板又はプラスチック基板等の基板上に形成した半導体集積
回路の接続端子と、フレキシブルプリント配線板の圧着接続端子を、異方性導電膜を用い
た熱圧着により接続する形態を説明する。
【００２７】
　図１には、ガラス又は、プラスチック等の基板１０上に形成した半導体集積回路１１の
接続端子１２と、フレキシブルプリント配線板２０の圧着接続端子２２を、異方性導電膜
３０を用いて熱圧着によって接続された端子部を示す。図２は、図１のＡ－Ａ’間、Ｂ―
Ｂ’間、Ｃ－Ｃ’間の断面図を示す。なお、基板１０上には絶縁膜等の下地膜を形成する
ことが好ましいが、図中には特に示さないこととする。
【００２８】
　なおプラスチック基板とは、可撓性を有する基板を指し、プラスチックとして、例えば
、極性基のついたポリノルボルネン、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエー
テルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（Ｐ
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Ｃ）、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリスルホン（ＰＳＦ）、
ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリブチレンテレフタレー
ト（ＰＢＴ）、ポリイミドなどをその範疇に含む。
【００２９】
　図１において、基板１０上には、半導体集積回路１１が形成されている。なお半導体集
積回路とは、ある機能を有する回路を指す。例えば、ＥＬ表示パネルや液晶表示パネルに
設けられる画素回路又は駆動回路、無線チップ（ＲＦＩＤタグ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、ＩＤタグ、ＩＤチップ、ＩＣタグ、ＩＣチ
ップ、ＲＦタグ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）、ＲＦチップ、無線タグ、電子タグ
、電子チップとも呼ばれる）用の変調回路、復調回路又は電源発生回路、その他中央演算
回路やメモリなどをその範疇に含む。
【００３０】
　さらに、基板１０上の一部の領域には、半導体集積回路１１と外部とを接続するための
、複数の接続端子１２が、金属によって形成されている。金属は、チタン（Ｔｉ）、アル
ミニウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）
、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、
若しくはパラジウム（Ｐｄ）等を用いることができる。
【００３１】
　一方、接続端子１２の上には、フレキシブルプリント配線板２０の一部分が、接続端子
１２の一部分と重なるように配置されている。フレキシブルプリント配線板２０は、半導
体集積回路１１と外部回路が設けられた装置（外部装置という）を接続するため、接続端
子１２と同等数の配線２１を有している。配線２１は、接続端子１２と接続する部分の圧
着接続端子２２と、外部装置と接続する部分の外部接続端子２３ｂとに機能的に分けるこ
とができる。
【００３２】
　ここで、フレキシブルプリント配線板２０は、配線２１以外に、少なくとも一本は、検
査用配線２４を有することを特徴とする。検査用配線２４は、配線２１と異なり、圧着接
続端子２２の代わりに圧着検査端子２５を有している。なお圧着接続端子２２と、圧着検
査端子２５とはその機能が異なるが、同じ金属から形成することができる。圧着検査端子
２５は、圧着接続端子２２よりも長く、圧着接続端子２２よりも半導体集積回路１１側で
、垂直に折れ曲がった形状を有する。そして、圧着検査端子２５は、全ての接続端子１２
と電気的に接続するため、当該接続端子１２に対し垂直に跨ぐ形状を有している。また圧
着検査端子２５が設けられる領域は、異方性導電膜３０上の半導体集積回路１１側にあり
、接続端子間の接続の状態を、抵抗値を測定することによって測定する。なお圧着検査端
子は、図１に示す形状に限定されるものではない。すなわち、圧着検査端子は、全ての接
続端子１２と電気的に接続し、抵抗値を測定することによって接続端子間の接続状態を測
定することができるような領域に設けられていればどのような形状でもよい。
【００３３】
　本実施の形態において示すフレキシブルプリント配線板は、配線層を絶縁層ではさんだ
構造になっている。フレキシブルプリント配線板は、圧着接続端子２２および圧着検査端
子２５が存在する領域５０において、裏面側（基板１０側）の絶縁層が存在しない構成と
なっており、これによって、圧着接続端子２２および圧着検査端子２５が裏面側に露出し
た構造となっている。一方、外部接続端子２３ａおよび外部接続端子２３ｂが存在する領
域５１においてはフレキシブルプリント配線板２０の表面側の絶縁層が存在しない構成と
なっており、これによって、外部接続端子２３ａおよび外部接続端子２３ｂが表面側に露
出した構造となっている。また、配線２１および検査用配線２４のうち絶縁層に挟まれた
領域が、領域５０および領域５１以外に存在する。なお、フレキシブルプリント配線板の
構造はこれに限定されない。また、接続端子１２と圧着接続端子２２の間には、接続端子
１２と圧着接続端子２２を接続する役割を担う、異方性導電膜３０が介在している。なお
本発明の検査方法は、異方性導電膜によって接続される構成に限定されない。
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【００３４】
　異方性導電膜３０の存在する領域が、熱圧着が行われる熱圧着領域３２となる。基板１
０を下にし、その上からフレキシブルプリント配線板２０で、異方性導電膜３０を挟み、
熱と圧力を同時に加え、熱圧着を行うことができる。すなわち、熱圧着領域３２に対し、
フレキシブルプリント配線板２０の上方から熱と圧力を同時に加えることによって、熱圧
着を行う。なお、基板１０を下に配置したのは、フレキシブルプリント配線板２０よりも
固く、大きいためであるが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３５】
　なお熱圧着をすることで、各接続端子１２に対し、圧着接続端子２２と圧着検査端子２
５とがそれぞれ接続される。また、熱圧着領域３２は、各接続端子１２に対し、圧着接続
端子２２と圧着検査端子２５とがそれぞれ接続される所に位置している。
【００３６】
　熱圧着後の図１のＡ－Ａ’間、Ｂ―Ｂ’間、Ｃ－Ｃ’間の断面を説明する説明図が、図
２（Ａ）、図２（Ｂ）、図２（Ｃ）である。
【００３７】
　図２（Ａ）では、基板１０上に、外部装置と半導体集積回路を接続するための、複数の
接続端子１２が形成されている状態を示す。接続端子１２上には、異方性導電膜３０があ
り、その上に、フレキシブルプリント配線板２０が配置されている。フレキシブルプリン
ト配線板２０の基板１０側には、それぞれの接続端子１２と対になるように、複数の圧着
接続端子２２と、少なくとも一本の圧着検査端子２５が形成されている。異方性導電膜３
０は、接続端子１２と圧着接続端子２２又は、圧着検査端子２５を電気的に接続させる役
割を持つ導電粒子３１と、接続した状態を物理的に固定するための接着剤を有する。接着
剤には、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、オレフィン系樹脂を用いることができる。
【００３８】
　図２（Ｂ）は、図２（Ａ）とは、フレキシブルプリント配線板２０が一部の領域で存在
しない点、および、接続端子１２と対になる圧着接続端子２２が存在しない点で異なる。
その他の構成は、図２（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【００３９】
　図２（Ｃ）は、図２（Ａ）とは、接続端子１２と対になる圧着接続端子２２が存在せず
、全ての接続端子１２の上には、圧着検査端子２５が存在する点で異なる。その他の構成
は、図２（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【００４０】
　熱圧着後、接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態の検査を行う。検査
における電気的な接続状態の良、不良は、接続端子１２と圧着接続端子２２間の抵抗を測
定し、測定した抵抗値から判断、判定することができる。
【００４１】
　まず、検査準備として、検査装置４０の一つの端子４１ａを、検査用配線２４の外部接
続端子２３ａに固定し、もう一つの端子４１ｂを、接続端子１２と圧着接続端子２２につ
ながっている外部接続端子２３ｂに接続する（図１参照）。
　外部接続端子２３ａ、２３ｂは、接続端子１２や圧着接続端子２２と比べ幅が広く、ま
た、大きく形成されることがあるが、接続端子１２や圧着接続端子２２と同等の大きさの
場合もある。そのときは、それぞれ外部接続端子２３ａ、２３ｂと、端子４１ａ、４１ｂ
との接続を可能とする検査用治具（検査用パッド）を使用するとよい。
【００４２】
　検査準備完了後、検査装置４０で抵抗を測定する。すなわち、図中の矢印で示す区間の
抵抗値Ｒを測定する。ここで、測定した抵抗値は、フレキシブルプリント配線板２０の検
査用配線２４の配線抵抗と、圧着検査端子２５と接続端子１２の接続抵抗と、接続端子１
２の配線抵抗と、接続端子１２と圧着接続端子２２の接続抵抗と、フレキシブルプリント
配線板２０の配線２１の配線抵抗の合計の値となる。ここで配線抵抗とは、配線材料固有
の抵抗値であり、長さに比例する。また接続抵抗は、異なる二つの配線材料の境界に生じ
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る抵抗値を指す。また、ここでは検査装置４０と端子４１ａの間の抵抗、検査装置４０と
端子４１ｂの間の抵抗、端子４１ａと外部接続端子２３ａの間の抵抗、および、端子４１
ｂと外部接続端子２３ｂの抵抗は十分に小さいものとして無視するが、これらの抵抗値が
無視できない場合にはこれらを考慮に入れて判断すればよい。
【００４３】
　なお、フレキシブルプリント配線板２０上の配線２１と、検査用配線２４とは、ほとん
どの場合配線抵抗は１オーム以下であり、圧着検査端子２５と接続端子１２の接続抵抗は
大きくても数十オームである。また、接続端子１２の配線抵抗は、接続端子１２の材質に
左右されるが、圧着接続端子２２と圧着検査端子２５の間隔を狭くすることで、数オーム
程度に小さくすることができる。これは、配線抵抗が長さに比例するためである。
【００４４】
　よって、測定した抵抗値を左右する要因は、接続端子１２と圧着接続端子２２間の接続
抵抗のみとなる。そして、接続端子１２と圧着接続端子２２間の接続抵抗に対する要求値
から、基準値を決めることができる。測定した抵抗値が、基準値を下回る場合は、接続端
子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態は良、基準値を上回る場合は、接続端子
１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態は不良、と簡便に判断することができる。
【００４５】
　但し、圧着検査端子２５と接続端子１２間の接続で不良が発生すると、検査が出来ない
恐れがある。そのため、確実に圧着検査端子２５を接続端子１２に接続させるとよい。例
えば、圧着検査端子２５には、幅を広くした配線を用いると良い。また、フレキシブルプ
リント配線板２０に、検査用配線２４を複数本用意すると、検査が出来なくなる確率を低
くすることができる。これは１本の検査用配線２４が接続不良を起こしていても、その他
の検査用配線２４によって代用することができるからである。
【００４６】
　引き続き、別の接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態の検査を行う場
合は、検査装置４０の端子４１ｂを別の外部接続端子２３ｂに接続し、抵抗を測定する。
検査装置４０の端子４１ｂの接続をつなぎかえ、抵抗を測定することを繰り返すことで、
簡便に全ての接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態を検査することがで
きる。
【００４７】
　接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態が、全て、良の場合、検査終了
後、回路検査などで半導体集積回路１１を動作させるために、圧着検査端子２５を取り外
す。但し、すぐに半導体集積回路１１を動作させないのであれば、圧着検査端子２５をす
ぐに取る必要はない。それは、圧着検査端子２５が、全ての接続端子１２をつなぎ、短絡
しているので、静電破壊防止の効果を有しているためであり、保護回路としての機能を奏
することができるからである。
【００４８】
　圧着検査端子２５を取り外す場合、ほとんどの異方性導電膜３０は、溶剤を用いて、取
り外すことができる。ここで、切り取りやすいように、圧着接続端子２２より半導体集積
回路１１側のフレキシブルプリント配線板に、切り口２６や、切り取り用の開口部２７を
形成しておくと良い。そして、溶剤を用いて接続端子１２から圧着検査端子２５の一部分
、具体的には切り口２６より半導体集積回路１１側の圧着検査端子を取り外す。接続端子
１２から取り外した圧着検査端子２５の一部分は、切り口２６で切り取ることができる。
【００４９】
　接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態に不良があった場合、検査終了
後、フレキシブルプリント配線板の接続をやり直す必要がある。そこで、溶剤を用いて基
板１０からフレキシブルプリント配線板２０を取り外す。そして、再度、熱圧着工程を行
い、上述の検査を行う。
【００５０】
　図４（Ａ）には、半導体集積回路１１の接続端子と、フレキシブルプリント配線板２０
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の配線２１との接続を、本発明の検査方法を適用して検査する斜視図を示す。なお、図４
（Ａ）においては、接続端子を示していないが、半導体集積回路とフレキシブルプリント
配線板２０との間には接続端子が存在している。
【００５１】
　フレキシブルプリント配線板２０には、少なくとも一本の圧着検査端子２５が設けられ
ている。そして、検査装置のプローブ５２の一端を圧着検査端子２５に固定し、プローブ
５２の他端を配線２１に順次固定し、接続状態を検査することができる。
【００５２】
　本発明の検査方法を適用すると、フレキシブルプリント配線板２０の一部には、検査後
にフレキシブルプリント配線板の一部を切り離すための開口部２７が設けられ得る。
【００５３】
　このような本発明の検査方法は、対向基板２９等で封止した後であっても検査をするこ
とができる。
【００５４】
　図４（Ｂ）には、本発明の検査方法を適用後、半導体集積回路１１の接続端子と、フレ
キシブルプリント配線板２０の配線２１を介して外部装置５３とを接続した場合の斜視図
を示す。なお、図４（Ｂ）においても、接続端子は示さないものとする。
【００５５】
　このような本発明の検査方法により、基板上の半導体集積回路の接続端子と、フレキシ
ブルプリント配線板の圧着接続端子の電気的な接続状態の検査を簡便にすることができる
。また本発明の検査方法により、全ての端子間の電気的な接続状態の検査が可能となる。
【００５６】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なる検査方法について説明する。
【００５７】
　図３は、基板１０上に形成した半導体集積回路１１の接続端子１２とフレキシブルプリ
ント配線板２０の圧着接続端子２２を、異方性導電膜３０を介して接続した形態を示す。
【００５８】
　図３は、図１とほぼ同じ構成となっている。図１と異なる点は、フレキシブルプリント
配線板２０の検査用配線２４が、個々に独立していることである。すなわち、検査用配線
２４は配線２１の直線上に設けられ、且つ熱圧着領域（異方性導電膜が存在し、熱圧着が
行われる領域）３２上から半導体集積回路１１側に設けられている点が異なっている。な
お検査用配線２４は、熱圧着後、異方性導電膜を介して配線２１と接続する。そのため、
各検査用配線２４は、各々の圧着検査端子２５と外部接続端子２３ａを有している。また
、圧着検査端子２５は、圧着接続端子２２と同じ金属、同じ形状として形成することがで
きる。すなわち、１つの導電膜をパターニングすることで、圧着検査端子２５と、圧着接
続端子２２を形成することができる。
【００５９】
　また配線２１と検査用配線２４の位置関係、すなわち直線上の関係を保つため、補強板
２８をフレキシブルプリント配線板２０に付けると良い。補強板２８は、フレキシブルプ
リント配線板２０の裏面又は表面に付けることができる。また、補強板の代わりに、補強
用として、配線材料、つまり金属を同様な箇所に形成することでもできる。なお、図３で
は補強板２８をフレキシブルプリント配線板２０の表面に付けた構成としている。また、
フレキシブルプリント配線板は、圧着接続端子２２および圧着検査端子２５が存在する領
域５０において、裏面側（基板１０側）の絶縁層が存在しない構成となっており、これに
よって、圧着接続端子２２および圧着検査端子２５が裏面側に露出した構造となっている
。一方、外部接続端子２３ａおよび外部接続端子２３ｂが存在する領域５１においてはフ
レキシブルプリント配線板２０の表面側の絶縁層が存在しない構成となっており、これに
よって、外部接続端子２３ａおよび外部接続端子２３ｂが表面に露出した構造となってい
る。また、配線２１および検査用配線２４は、領域５０および領域５１以外の、絶縁層に
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挟まれた領域に存在する。なお、フレキシブルプリント配線板の構造はこれに限定されな
い。
【００６０】
　第一の実施形態と同様に、熱圧着では、接続端子１２一本に対し、フレキシブルプリン
ト配線板２０の圧着接続端子２２と圧着検査端子２５とがそれぞれ、接続される。
【００６１】
　熱圧着後、接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態の検査を行う。検査
における電気的な接続状態の良、不良の判断は、第一の実施形態と同じで、接続端子１２
と圧着接続端子２２間の抵抗を測定し、測定した抵抗値から行うことができる。
【００６２】
　まず、検査準備として、検査装置４０の一つの端子４１ａを検査用配線２４の外部接続
端子２３ａに接続し、もう一つの端子４１ｂを、端子４１ａを接続した外部接続端子２３
ａと直線上の関係にある外部接続端子２３ｂに接続する。
【００６３】
　検査準備完了後、検査装置４０で抵抗を測定する。すなわち、図中の矢印で示す区間の
抵抗値Ｒを測定する。測定した抵抗値は、フレキシブルプリント配線板２０の検査用配線
２４の配線抵抗と、圧着検査端子２５と接続端子１２間の接続抵抗と、接続端子１２の配
線抵抗と、接続端子１２と圧着接続端子２２間の接続抵抗と、フレキシブルプリント配線
板２０の配線２１の配線抵抗の合計の値となる。ここでは検査装置４０と端子４１ａの間
の抵抗、検査装置４０と端子４１ｂの間の抵抗、端子４１ａと外部接続端子２３ａの間の
抵抗、および、端子４１ｂと外部接続端子２３ｂの抵抗は十分に小さいものとして無視す
るが、これらの抵抗値が無視できない場合にはこれらを考慮に入れて判断すればよい。
【００６４】
　なお、フレキシブルプリント配線板２０上の配線２１と検査用配線２４は、ほとんどの
場合、配線抵抗は１オーム以下であり、接続端子１２の配線抵抗は、長さに比例するため
、圧着接続端子２２と圧着検査端子２５の間隔を狭くすることで小さくすることができる
。
【００６５】
　ここで、第一の実施形態と異なるのが、圧着検査端子２５と接続端子１２の接続抵抗で
ある。第一の実施形態では、確実に検査を行うため、圧着検査端子２５を接続端子１２と
の接続で、不良が起こりにくい形状としていたが、第二の実施形態では、圧着接続端子２
２と同じ形状をしている。そのため、抵抗値を左右する要因は、圧着検査端子２５と接続
端子１２間の接続抵抗と、接続端子１２と圧着接続端子２２間の接続抵抗となり、それを
考慮して、基準値を決める。圧着検査端子２５と接続端子１２間の接続も検査対象に含ま
れるため、検査が厳しいものとなるが、圧着検査端子２５と圧着接続端子２２の形状を、
それぞれ対応する接続端子１２の形状と同じにしているため、不良が発生する場合、同時
に発生する可能性が高いので、第一の実施形態と同等の検査が可能である。測定した抵抗
値が、基準値を下回る場合は、接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態は
良、基準値を上回る場合は、接続端子１２と圧着接続端子２２間と、圧着検査端子２５と
接続端子１２間のどちらか一つ、又は両方の電気的な接続状態が不良、と判断することが
できる。
【００６６】
　引き続き、別の接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接続状態の検査を行う場
合は、検査装置４０の端子４１ａと４１ｂを別の外部接続端子２３ａと２３ｂに接続し、
抵抗を測定する。検査装置４０の端子４１ａと４１ｂの接続をつなぎかえ、抵抗を測定す
ることを繰り返すことで、簡単に全ての接続端子１２と圧着接続端子２２間の電気的な接
続状態を検査することができる。
【００６７】
　このような本発明の検査方法により、基板上の半導体集積回路の接続端子と、フレキシ
ブルプリント配線板の圧着接続端子の電気的な接続状態の検査を簡便にすることができる
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。また本発明の検査方法により、全ての端子間の電気的な接続状態の検査が可能となる。
【００６８】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、本発明の検査方法を行うための接続端子及び配線を有する表示パネ
ルについて説明する。
【００６９】
　図５（Ａ）には、基板１０１上に、画素部１０２、信号線駆動回路１０３、走査線駆動
回路１０４が設けられた検査時の表示パネルの形態を示す。信号線駆動回路１０３は、基
板１０１の一辺に設けられ、走査線駆動回路１０４は画素部１０２を介して二辺に設けら
れている。フレキシブルプリント配線板１０６は、信号線駆動回路１０３側に設けられ、
信号線駆動回路１０３と、フレキシブルプリント配線板１０６との間には接続端子１０５
が多数形成されている。接続端子１０５を介して、外部装置からの信号を信号線駆動回路
１０３や走査線駆動回路１０４に入力することができる。当該入力された信号により、画
素部１０２の表示を制御することができる。
【００７０】
　フレキシブルプリント配線板１０６の接続状態の検査には、上記実施の形態１又は２で
示した検査方法を適用することができる。なお１０９は、実施の形態１で示した検査方法
を適用した場合の圧着検査端子を示す。本検査方法により、簡便に接続状態を確認するこ
とができるため、表示パネルの量産性を高めることができる。また本発明の検査方法を適
用するため、フレキシブルプリント配線板１０６には開口部１０８が設けられている。
【００７１】
　本実施の形態において、表示パネルには液晶素子を用いた液晶表示パネル、ＥＬ素子を
用いたＥＬ表示パネル、その他の表示パネルを適用することができる。
【００７２】
　図５（Ｂ）には、検査終了後、フレキシブルプリント配線板１０６を切り離した形態を
示す。フレキシブルプリント配線板１０６を離した状態で表示パネルが形成され、当該表
示パネルを有する半導体装置を作製することができる。
【００７３】
　次に、ＥＬ表示パネルを用いた場合の詳細な断面図について説明する。図６（Ａ）には
、図５（Ａ）中の領域Ｐの断面図を示す。基板１０１上には、第１の導電膜１２１が設け
られている。第１の導電膜１２１は、トランジスタのゲート電極として用いることができ
る。第１の導電膜１２１は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、
モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）から選ばれた元素、または前記
元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料で形成することができる。
【００７４】
　第１の導電膜１２１上には、絶縁膜１２７が設けられている。絶縁膜１２７は、絶縁膜
１２９と同様に無機材料又は有機材料から形成することができる。絶縁膜１２７は、トラ
ンジスタの層間絶縁膜として用いることができる。
【００７５】
　絶縁膜１２７上には第２の導電膜１２４が設けられている。第２の導電膜１２４は、ト
ランジスタのソース電極やドレイン電極として用いることができる。第２の導電膜１２４
は、チタン（Ｔｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバル
ト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、若しくはパラジウム（Ｐｄ）等を用いて形成することができる
。
【００７６】
　なお第２の導電膜１２４は、接続端子としても用いることができる。接続端子は、引き
回すため、第２の導電膜１２４が第１の導電膜１２１よりも配線抵抗が低い場合は、第２
の導電膜１２４を接続配線として用いてもよい。また接続端子として、ＥＬ素子の電極と
して用いることができる導電膜を用いてもよい。このような導電膜には、インジウム錫酸
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化物（ＩＴＯ）、酸化珪素を含むインジウム錫酸化物、酸化珪素を含む酸化インジウムに
、さらに２ｗｔ％以上２０ｗｔ％以下の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合したターゲットを用い
てスパッタリング法等により形成された導電膜、等の透明導電膜を用いることができる。
【００７７】
　接続端子は、その幅を異ならせることができる。例えばＥＬ素子の電極に接続される接
続端子は幅をより広くし、信号線駆動回路や走査線駆動回路に接続される接続端子は幅を
上記接続端子より狭くしても構わない。ＥＬ素子の電極は非常に薄く形成されるが、幅の
大きな接続端子を利用して配線抵抗を低くすることができる。
【００７８】
　第２の導電膜１２４の一部を覆って絶縁膜１２９が設けられている。絶縁膜１２９は無
機材料又は有機材料から形成することができる。有機樹脂材料ならば、例えばアクリル、
ポリイミド、ポリアミドなど、無機絶縁材料ならば酸化珪素、窒化酸化珪素などを用いる
ことができる。また絶縁膜１２９は、画素部１０２において、ＥＬ素子を作り分けるため
の隔壁として用いることができる。
【００７９】
　フレキシブルプリント配線板１０６は、圧着接続端子１４３とそれを覆う絶縁物１４１
を有する。圧着接続端子１４３は、配線抵抗の低い金属から形成することができる。例え
ば銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）を用いることができる。さらに銅を用いる場合には
、銅の拡散を防止するため、ニッケル等によりメッキを行うとよい。
【００８０】
　そして第２の導電膜１２４上に異方性導電膜１３０が設けられ、第２の導電膜１２４と
圧着接続端子１４３と接続することができる。異方性導電膜１３０は、導電粒子１３１が
含まれており、熱圧着により導電粒子１３１を介して第２の導電膜１２４と圧着接続端子
１４３を接続することができる。このようにして表示パネルと、フレキシブルプリント配
線板１０６とを接続することができる。
【００８１】
　そして、フレキシブルプリント配線板１０６に設けられた圧着検査端子１４２により、
接続状態を検査することができる。
【００８２】
　図６（Ｂ）には、図５（Ｂ）中の領域Ｐの断面図を示す。検査後は、図６（Ｂ）に示す
ように、フレキシブルプリント配線板１０６の一部を開口部１０８から切り離して、表示
パネルを形成することができる。開口部１０８からフレキシブルプリント配線板１０６を
切り離すとき、異方性導電膜１３０の一部は除去される。また切り離した後、異方性導電
膜１３０が除去された領域には、保護膜として機能するエポキシ樹脂等の樹脂材料を充填
してもよい。
　但し切り離した後、異方性導電膜１３０の一部は残留することもある。
【００８３】
　なお、本実施の形態において用いることができるＥＬパネルは有機ＥＬパネルに限られ
ない。ＥＬ表示パネルにおいては、ＥＬ素子の発光材料が有機化合物であるときは有機Ｅ
Ｌパネル、発光材料が無機化合物であるときは無機ＥＬパネルとなるが、フレキシブルプ
リント配線板と端子との接続が存在するパネルであればどのようなパネルにおいても用い
ることができる。もちろん、発光材料は無機化合物のみ、または有機化合物のみに限られ
ず、無機化合物および有機化合物の混合材料であっても良い。
【００８４】
　なお、無機ＥＬ素子は、素子構成により分散型無機ＥＬ素子と薄膜型無機ＥＬ素子とに
分類される。分散型無機ＥＬ素子は、発光材料の粒子をバインダ中に分散させた発光層を
有するものである。薄膜型無機ＥＬ素子は、蛍光材料の薄膜からなる発光層を有している
。その発光メカニズムは、両者とも、高電界で加速された電子と発光材料との衝突励起に
より発光が得られる、というものである。無機ＥＬ素子を形成する場合は、画素電極及び
電極の間に、ＥＬ層として、発光材料を分散させた絶縁層を設けるか、絶縁層で挟持され
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た発光層を設けるとよい。発光材料としては、例えば硫化亜鉛（ＺｎＳ）、硫化ストロン
チウム（ＳｒＳ）等を用いることができる。無機ＥＬ素子のＥＬ層はスクリーン印刷また
は蒸着等で形成することができる。
【００８５】
　本実施の形態では、基板１０１上に信号線駆動回路や走査線駆動回路等の駆動回路を一
体形成した表示パネルを用いて説明したが、本発明の検査方法はこのような表示パネルに
限定することなく適用することができる。すなわち、フレキシブルプリント配線板と端子
との接続が存在する装置であれば、どのような装置においても適用することができる。
【００８６】
（実施の形態４）
　本発明の検査方法を用いた電子機器を作製することができる。電子機器として、テレビ
ジョン装置（単にテレビ、又はテレビジョン受信機ともよぶ）、デジタルカメラ、デジタ
ルビデオカメラ、携帯電話装置（単に携帯電話機、携帯電話ともよぶ）、ＰＤＡ等の携帯
情報端末、携帯型ゲーム機、コンピュータ用のモニター、コンピュータ、カーオーディオ
等の音響再生装置、家庭用ゲーム機等の記録媒体読込部を備えた画像再生装置等が挙げら
れる。その具体例について、図７を参照して説明する。
【００８７】
　図７（Ａ）に示す携帯情報端末機器は、本体９２０１、表示部９２０２等を含んでいる
。表示部９２０２は、本発明の検査方法を用いて作製された表示パネルを適用することが
できる。その結果、フレキシブルプリント配線板上の配線の接続状態の検査を簡便にする
ことができる。本発明の検査方法により、量産性を高めることができ、携帯情報端末機器
の低コスト化を図ることができる。
【００８８】
　図７（Ｂ）に示すデジタルビデオカメラは、表示部９７０１、表示部９７０２等を含ん
でいる。表示部９７０１および表示部９７０２は、本発明の検査方法を用いて作製された
表示パネルを適用することができる。その結果、フレキシブルプリント配線板上の配線の
接続状態の検査を簡便にすることができる。本発明の検査方法により、量産性を高めるこ
とができ、デジタルビデオカメラの低コスト化を図ることができる。
【００８９】
　図７（Ｃ）に示す携帯電話機は、本体９１０１、表示部９１０２等を含んでいる。表示
部９１０２は、本発明の検査方法を用いて作製された表示パネルを適用することができる
。その結果、フレキシブルプリント配線板上の配線の接続状態の検査を簡便にすることが
できる。本発明の検査方法により、量産性を高めることができ、携帯電話機の低コスト化
を図ることができる。
【００９０】
　図７（Ｄ）に示す携帯型のテレビジョン装置は、本体９３０１、表示部９３０２等を含
んでいる。表示部９３０２は、本発明の検査方法を用いて作製された表示パネルを適用す
ることができる。その結果、フレキシブルプリント配線板上の配線の接続状態の検査を簡
便にすることができる。本発明の検査方法により、量産性を高めることができ、携帯型の
テレビジョン装置の低コスト化を図ることができる。またテレビジョン装置としては、携
帯電話機などの携帯端末に搭載する小型のものから、持ち運びをすることができる中型の
もの、また、大型のもの（例えば４０インチ以上）まで、幅広いものに、本発明の検査方
法を用いて作製された表示パネルを適用することができる。
【００９１】
　図７（Ｅ）に示すコンピュータは、本体９４０１、表示部９４０２等を含んでいる。
　表示部９４０２は、本発明の検査方法を用いて作製された表示パネルを適用することが
できる。その結果、フレキシブルプリント配線板上の配線の接続状態の検査を簡便にする
ことができる。本発明の検査方法により、量産性を高めることができ、コンピュータの低
コスト化を図ることができる。
【００９２】
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　図７（Ｆ）に示すテレビジョン装置は、本体９５０１、表示部９５０２等を含んでいる
。表示部９５０２は、本発明の検査方法を用いて作製された表示パネルを適用することが
できる。その結果、フレキシブルプリント配線板上の配線の接続状態の検査を簡便にする
ことができる。本発明の検査方法により、量産性を高めることができ、テレビジョン装置
の低コスト化を図ることができる。
【００９３】
　このように、簡便に接続状態を検査できる本発明の検査方法により、量産性を高めるこ
とができ、電子機器の低コスト化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の接続端子の構成を示す上面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ｀間、Ｂ―Ｂ｀間、Ｃ－Ｃ｀間を示す断面図である。
【図３】本発明の接続端子の構成を示す上面図である。
【図４】本発明の検査方法を示す斜視図である。
【図５】本発明の検査方法を用いて作製された表示パネルを示す上面図である。
【図６】本発明の接続端子の構成を示す上面図である。
【図７】本発明の電子機器を示す上面図である。
【符号の説明】
【００９５】
１０　　基板
１１　　半導体集積回路
１２　　接続端子
２０　　フレキシブルプリント配線板
２１　　配線
２２　　圧着接続端子
２３　　外部接続端子
２４　　検査用配線
２５　　圧着検査端子
２６　　切り口
２７　　開口部
２８　　補強板
２９　　対向基板
３０　　異方性導電膜
３１　　導電粒子
３２　　熱圧着領域
４０　　検査装置
５０　　領域
５１　　領域
５２　　プローブ
５３　　外部装置
１０１　　基板
１０２　　画素部
１０３　　信号線駆動回路
１０４　　走査線駆動回路
１０５　　接続端子
１０６　　フレキシブルプリント配線板
１０８　　開口部
１２１　　導電膜
１２４　　導電膜
１２７　　絶縁膜



(16) JP 4869770 B2 2012.2.8

10

20

１２７　　　絶縁膜
１２９　　絶縁膜
１３０　　異方性導電膜
１３１　　導電粒子
１４１　　絶縁物
１４２　　圧着検査端子
１４３　　圧着接続端子
２３ａ　　外部接続端子
２３ｂ　　外部接続端子
４１ａ　　端子
４１ｂ　　端子
９１０１　　本体
９１０２　　表示部
９２０１　　本体
９２０２　　表示部
９３０１　　本体
９３０２　　表示部
９４０１　　本体
９４０２　　表示部
９５０１　　本体
９５０２　　表示部
９７０１　　表示部
９７０２　　表示部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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